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提　出　予　定　案　件
１　一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算

（１）歳　入　歳　出　予　算

　　ア　総　括　表

　　　一  般  会  計
　 （単位：千円）

国 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入 県 債

商 工 政 策 課 68,288,383 68,288,383 1,000 5,091,551 58,206,062 261,083 4,728,687

企 業 支 援 課 10,907,236 10,907,236 413 2,920,800 8 7,500 1,887,334 5,375,715 9,000 706,466

1,800,619 1,800,619 59,071 34,835 50 962,000 61,986 682,677

労 働 雇 用 戦 略 課 4,157,531 4,157,531 240,776 3,693,000 223,755

産業人材育成センター 1,040,756 1,040,756 14,706 516,998 3,049 1,102 12,000 492,901

( 15,000 )
観 光 政 策 課 1,147,505 15,000 1,162,505 10,176 191,844 147 3,000 8,189 949,149

( 20,000 )
に ぎ わ い づ く り 課 1,431,925 20,000 1,451,925 233,249 53,250 7,549 31,000 5,250 124,000 997,627

( 35,000 )
計 88,773,955 35,000 88,808,955 318,615 9,050,054 10,803 7,500 64,782,396 5,713,325 145,000 8,781,262

（注）（  　）数字は、補正額の財源の再掲である。

新 未 来 産 業 課
工 業 技 術 セ ン タ ー

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一 般 財 源使 用 料
手 数 料

区    分 補正前の額 補　正　額 計
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　　イ　課 別 主 要 事 項 説 明

　　　観 光 政 策 課

　　　（ア）一 般 会 計

目    名 補正前の額 補  正  額 計

①　観光交流推進費 ( 15,000 )
　　事業に要する経費の補正
　ア　 夢と感動を！徳島ヴォルティスＪ１事業 15,000

（単位：千円）

281,750 0 281,750

77,7330

38,32938,329 0

摘                           要

計 画 調 査 費

15,000

物 産 あ っ 旋 所 費

1,597 0 1,597

77,733

物 産 貿 易 振 興 費

観 光 費 748,096 15,000 763,096

商 業 総 務 費

1,162,5051,147,505
観 光 政 策 課
合 計

新
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　　　に ぎ わ い づ く り 課

　　　（ア）一 般 会 計
（単位：千円）

目    名 補正前の額 補  正  額 計

①　観光交流推進費 ( 20,000 )
　　事業に要する経費の補正
　ア　 夢と感動を！徳島ヴォルティスＪ１事業 20,000

摘                           要

計 画 調 査 費 0 0 0

観 光 費 1,057,420 20,000 1,077,420

1,431,925 20,000 1,451,925

子 ど も 科 学 館 費 374,505 0 374,505

に ぎ わ い づ く り 課
合 計

新
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２ そ の 他 の 議 案 等

（１）訴えの提起について

貸金返還請求に関し，次のとおり訴えを提起する。

訴 え の 相 手 方
課 名 請 求 の 趣 旨

住 所 氏 名

(1) 金 1,297,320円及び

内金686,000円に対する昭和61年10月1日から支払済みまで

企業支援課 阿南市福井町内歩11番地7 株式会社 是松組 年10.75％の割合による金員を支払え。

(2) 訴訟費用は相手方の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。
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